令和８年２月３日

会　員　　様

推奨土産品の登録申請について【新規】
日頃は、当協会の事業運営につきまして、格別の御理解、御協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、この度令和８年度の土産品審査会を開催いたします。【新規登録】を希望される方は推奨土産品登録申請書に記入の上、２月１３日（金）までに福知山観光協会事務局へ提出をしていただきますようお願い申し上げます。（メール、FAX可）
記

１．登録申請書は記入例に従ってご記入ください。
登録品数は１店につき１０品目までとさせていただきます。
　　　
２．食品の申請については、PL（製造物責任）法関係等の賠償責任保険に加入されていることを原則としますので、保険証書の写しを必ず提出してください。

３．新規登録申請の商品については、すでに販売実績があるなど、商品のパッケージ等完成されたものの申請をお願いします。（企画段階のものはご遠慮ください）
４．推奨土産品審査会は、２月下旬から３月上旬に実施します。審査品の搬入等詳細は申請書受付後、お知らせします。
５．今回の審査会で認定されれば令和８年度登録となります。登録期間は、令和８年４月１日～令和１０年３月３１日です。（２年間の登録料：１品につき1,000円）

詳細は、福知山観光協会ホームページ／観光協会について／「推奨土産品登録について」／【要綱・細則】をご覧ください。　※近日中に掲載予定
　　　　https;//dokkoise.com/members/

お問合せ：福知山観光協会事務局（坪倉）
TEL 0773-22-2228      FAX 0773-24-4440 
メールdokkoise@pluto.plala.or.jp
〒620-0045福知山市駅前町４３９　福知山駅北口・福知山観光案内所内
※2,000円に変更予定








